
平成 28年4月 21日

経済団体・業界団体御担当者殿

文部科学省高等教育局学生・留学生課長

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長

文部科学省初等中等教育局高等教育改革 PTリーダー

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室長

「平成 28年熊本地震により被災した学生・生徒等への配慮について（要請）J 

の送付について

新卒者雇用対策関係業務については、平素より種々御配意をいただき、感謝

申し上げます。

今般の平成 28年熊本地震により被災した学生・生徒等については今後の就

職活動に大きな影響が生じることが懸念されます。

貴団体におかれましては、要請文書を御高覧いただき、御理解をいただくと

ともに、加盟各企業に対し周知いただきますよう、よろしくお願し、申し上げま

す。

（本件担当）

文部科学省高等教育局学生・留学生課

電話 03 5253-4111 （内線 33 5 4 ) 

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

電話0352534111 （内線29 3 9) 

文部科学省初等中等教育局高校教育改革PTキャリア教育・進路指導担当

電話03-5253-4111（内線47 2 8) 

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室

電話03-5253-1111（内線53 3 3) 



経済団体・業界団体の長 殿

平成 28年4月 21日

文部科学省高等教育局長

文部科学省生涯学習政策局長

文部科学省初等中等教育局長

厚生労働省職業安定局長

平成 28年熊本地震により被災した学生・生徒等への配慮について （要請）

日頃より、各種の雇用対策に格段の御配慮、を賜り、厚く御礼申し上げます。

事業主の皆様におかれては、現在、平成 29年（ 2 0 1 7年）卒業・修了予

定者に対する広報活動を進めておられると思いますが、平成 28年熊本地震に

より被災した学生・生徒等については今後の就職活動に大きな影響が生じるこ

とが懸念されます。

とのため、既に一部の団体では取り組んでいただいているところですが、事

業主の皆様には広報活動及び今後の採用活動について、地震により被災した学

生・生徒等の個別の事情を十分に勘案し、柔軟な対応をお願いいたします。

具体的には、ホームページ等を活用した企業説明会のさらなる実施、エント

リーシートの提出期限の延長、採用選考日程の別途設置、その他特別な措置な

ど、最大限柔軟な対応を御検討いただくとともに、これらの対応の積極的な発

信に努めていただきたく存じます。

また、地震により被災した学生・生徒等の置かれた厳しい状況に御配慮、いた

だき、こうした学生・生徒等の積極的な採用をお願いいたします。

貴団体におかれても、私どもの要請に何卒深い御理解を賜り、傘下団体及び

事業主の皆様にこの趣旨を徹底していただきたく御協力をお願し＼申し上げます。


